
令和２年５月 

岩井農業協同組合 

 

 

 

 令和２年４月 20 日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止

に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金（仮称）

事業が実施されることとなりました。受給口座として JA 岩井の口座をご指定いただけますので、

是非ご活用ください。 
 
 

 

・郵送／マイナンバーカードによるオンライン申請 

それぞれの申請方式により異なりますが、給付先のご指定のため以下が必要とされています。 

【申請書】 

 所定の申請書にある給付先指定欄に通帳に基づき口座情報をご記入してください。 
 

＜記入例＞※書式、記入事項は市町村により異なる場合がございますのでご了承ください。 

金融機関名 

（ゆうちょ銀行を除く） 
支店名 分類 口座番号 

フリガナ 

口座名義 

岩井 

１.銀行 ４.信連  

〇〇 

本・支店 

本・支所 

出張所 

1.普通 

2.当座 
1 2 3 4 5 6 7 

ノウキョウ タロウ 

２.金庫 ５.農協 

農協 太郎 ３.信組 ６.漁協 

店舗コード 0 0 0 

 

※店舗統廃合により店舗名（コード）・口座番号が変更となっている場合があります。店舗統廃合

前の通帳をお持ちの方は、下記の店舗統廃合後の各支店信用窓口までご確認くださいますようお

願い申し上げます。通帳は各支店窓口にて更新いただけます。 

統廃合前の店舗名 店舗コード 

⇒ 

統廃合後の店舗名 店舗コード 電話番号 

岩井支店 002 

岩井東支店 

  

弓馬田支店 003 002 0297-35-0043 

神大実支店 004   

七郷支店 005 
岩井南支店 005 0297-38-2706 

中川支店 006 

長須支店 007 岩井西支店 007 0297-35-0354 

七重支店 008 岩井北支店 008 0297-34-2321 

 

 

 「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください！ 

・市町村や総務省、JA職員などが現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすることや、キャッシュ

カードを預かったり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。 

・市町村や総務省、JA職員などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込を求めること

は、絶対にありません。 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策特別定額給付金の給付について 

〇受給口座のご指定方法 

 

〇詐欺被害の防止について 

 


